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深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、
経済の成長に寄与することを目的とし、
①トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
②女性や６０代以上の運転者等も働きやすい、「よりホワイト」な労働環境の実現
に取り組む「ホワイト物流」推進運動を関係者が連携して強力に推進。

（有識者）
野尻 俊明 流通経済大学学長（座長）
齋藤 実 神奈川大学経済学部教授
高岡 美佳 立教大学経営学部教授

（関係団体）
日本経済団体連合会
日本商工会議所
全国農業協同組合中央会
日本農業法人協会
日本ロジスティクスシステム協会
全日本トラック協会
日本物流団体連合会

（労働組合）
交運労協
運輸労連
交通労連

平成30年 5月30日：自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議
政府行動計画の決定（「ホワイト物流」推進運動は重点施策）

12月14日：第１回 「ホワイト」物流推進会議（推進方針を決定）

平成31年 3月：賛同企業の募集開始、上場会社等(6,300社)に参加要請文を送付
5月以降：全都道府県において各企業及び団体等を対象とした説明会を実施

この他、事業者団体等の会議において幅広く周知

「ホワイト物流」推進会議の構成員推進運動のイメージ

推進運動の経緯

「ホワイト物流」推進運動の概要

「ホワイト物流」推進運動の推進体制として、有識
者、荷主や物流事業者の関係団体、労働組合か
ら構成される「ホワイト物流」推進会議を設置。

（事務局）
国土交通省（主管）
農林水産省
経済産業省
全日本トラック協会 2



「ホワイト物流」推進運動の主な取組状況

平成３１年３月末、上場会社等（約６，３００社）に参
加要請文を送付

４月以降、約５５０社の企業が自主行動宣言を提出

自主行動宣言

「徳光＆木佐の知
りたいニッポン！」
（BS・TBS）
６月２日・９日

放送

政府広報（随時）

アジア・シームレス物流
フォーラム2019東京
パネルディスカッション
「ホワイト物流」

全都道府県での説明会、日本商工会議所等の団
体での説明会・講演会等を実施

今後、全国１０カ所で、事業者の取組事例を紹介
するセミナーを開催予定

説明会・講演会・セミナー（４月～）ポータルサイトの開設（４月～）

「ホワイト物流」推進運動の解説・周知

自主行動宣言の受付、賛同企業の公表

今後、動画の掲載等、内容の充実を図る予定

「ホワイト物流」推進運動の解説・周知 3



 

 
 

 
 

 

 

 

 

プログラム 

セミナー１ 「ホワイト物流」推進運動の取組事例紹介 

セミナー２ トラック運送業の取引の適正化について 

セミナー３ 飲料配送研究会報告書の概要について 

セミナー４ 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会ＴＤＭ(物流関係)への取組について 

 

スケジュール 
地域 日時 会場 

東京 
10月10日(木) 
14時～16時 

TKP 新宿カンファレンスセンター ホール 5A 
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shinjuku/access/ 

大阪 
10月15日(火) 
14時～16時 

TKP 新大阪駅前カンファレンスセンター ホール 4A 
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shinosaka-higashiguchi/access/ 

愛知 
10月16日(水) 
10時～12時 

TKP 名駅桜通口カンファレンスセンター ホール 4A 
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-meieki-sakuradoriguchi/access/ 

北海道 
10月25日(金) 
10時～12時 

TKP ガーデンシティ札幌駅前 ホール 2B 
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-sapporo/access/ 

宮城 
10月28日（月）
14時～16時 

TKP 仙台カンファレンスセンター 
ホール ２B 

福岡 調整中 調整中 

広島 
11月11日（月） 
14時～16時 

広島ＹＭＣＡ コンベンションホール 
http://www.hymca.jp/hall/access/ 

香川 調整中 調整中 

新潟 
12月10日（火） 
14時～16時 

コープシティ花園（ガレッソ）４階 
ガレッソホール 

那覇 
11月29日（金） 
14時～16時 

沖縄コンベンションセンター 会議室Ｂ１ 
http://www.oki-conven.jp/access/ 

 

募集要項 
定 員 すべての会場とも先着１００名。定員になり次第締め切らせていただきます。 

参加費 無料。事前に申込サイトからお申込みが必要です。 

申込方法 下記の申込サイトよりお一人様ずつお申込みください。 

 右のＱＲコードからも申込サイトにつながります。 

 https://white-logi-move.com/ 

※報道関係の方は、下記の日通総合研究所へ直接お電話にてお申込みください。 

お問合せ先 
説明会の申込方法・運営について 

株式会社日通総合研究所 担当：今野、金澤 
直通：090-1617-7184 

セミナーの内容について 
国土交通省自動車局貨物課 担当：有馬、橋本 
代表：03-5253-8111（内線41322） 

株式会社日通総合研究所は国土交通省から委託を受け、本セミナーの事務局を行っております。 

「ホワイト物流」推進運動について、多くの皆様のご理解をいただくためのセミナーを開催するこ
ととしました。 
併せてこの場で、トラック運送に関する国土交通省の施策やお願い事項について、３点ご説明をさ
せていただきます。 
今回は、愛知・北海道・宮城・広島・新潟・沖縄の６会場での実施概要をご連絡いたします。 
当セミナーはこの後、福岡・香川の２会場での実施を予定しております。 
多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

「ホワイト物流」推進運動セミナー 
開催のご案内 
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運転者としての就職を希望する求職者が就職先を選ぶ際や、荷主等が取引先を選ぶ際に参
考にすることができるよう、長時間労働の是正などの働き方改革を重視した「ホワイト経営」への
自動車運送事業者の取組状況を「見える化」するため、認証制度の創設等について検討する。

自動車運送事業のホワイト経営の「見える化」検討会について

開催趣旨

構成

【有識者】
野尻 俊明 流通経済大学 学長（座長）
青山 佳世 フリーアナウンサー
中嶋 美恵 （一社）女性バス運転手協会 代表理事
瀧澤 学 社会保険労務士・行政書士
圓山 博嗣 （公財）交通エコロジー・モビリティ財団

交通環境対策部長

【事業者団体】
（公社）全日本トラック協会
（公社）日本バス協会
（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会

【労働組合】
全日本交通運輸産業労働組合協議会（交運労協）
全日本運輸産業労働組合連合会（運輸労連）
全国交通運輸労働組合総連合（交通労連）
日本私鉄労働組合総連合会（私鉄総連）
全国自動車交通労働組合連合会（全自交労連）

【行政】
厚生労働省労働基準局
国土交通省自動車局

スケジュール

平成30年度
６月１１日 第1回検討会（認証制度の基本的な考え方 等）
９月１９日 第2回検討会（認証項目・認証基準について）
１月３０日 第3回検討会（報告書案について 等）

令和元年度
６月２５日 報告書の公表、認証実施団体の公募開始
８月２７日 認証実施団体として一般財団法人日本海事協会

を選定
年度内 認証制度の募集開始（目標）

認証制度のコンセプト（主なもの）

・トラック・バス・タクシーの「運転者」に特化した認証制度とする。
・認証項目は、労働条件や労働環境に関するものを中心とする。
・複数の段階を設ける。（１つ星、２つ星、３つ星）
・中立的な民間団体による運営とする。
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「自動車運送事業のホワイト経営の『見える化』検討会」報告書【概要】

＜正式名称＞
「運転者職場環境良好度認証制度」
（愛称・認証マークは別途作成）

＜認証単位＞
事業者単位（都道府県単位も可）

＜認証項目＞
必須項目と加点項目より構成。約８０項目。
認証項目は以下の６分類。

・必須項目の全てを満たすこと
・加点項目の合計点数が基準点を満たすこと
※「二つ星」「三つ星」は、「一つ星」取得の翌年度から申請可

＜認証基準＞
一つ星
（☆）

二つ星
（☆☆）

三つ星
（☆☆☆）

業界上位５０％
水準以上

業界上位２５％
水準以上

業界上位１２％
水準以上

＜認証の有効期間＞
２年間

＜認証の開始時期＞
令和元年度中の申請募集開始（目標）

＜審査方法＞
書類審査及び対面審査

＜審査結果の公表＞
プレスリリースの上、認証実施団体のホーム
ページに公表

＜インセンティブ＞
（例）・認証マークの車両、営業所等への掲示

・求人票への記載
・ハローワークを通じた認証制度の周知
・「ホワイト物流」推進運動を通じた認証
トラック事業者の積極的活用の推進 等

法令遵守等 労働時間・休日

心身の健康 安全・安心

多様な人材の確保・育成 自主性・先進性等
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貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（議員立法）の概要 （平成30年法律第96号）

経済活動 ・ 国民生活を支えるトラック運送業の健全な発達を図るため規制の適正化を図るほか、その業務について、令和６年度から時間外労働の

限度時間が設定される（＝働き方改革法施行）こと等を踏まえ、その担い手である運転者の不足により重要な社会インフラである物流が滞ってしまう

ことのないよう、緊急に運転者の労働条件を改善する必要があること等に鑑み、所要の措置を講じる。

改正の目的

改正の概要

① 欠格期間の延長等

② 許可の際の基準の明確化

③ 約款の認可基準の明確化

１．規制の適正化

① 輸送の安全に係る義務の明確化

事業用自動車の定期的な点検・整備の実施 等

② 事業の適確な遂行のための遵守義務の新設

２．事業者が遵守すべき事項の明確化

【令和５年度末までの時限措置】

(1) トラック事業者の違反原因となるおそれのある行為を荷主がしている疑いがある場合
→ ① 国土交通大臣が関係行政機関の長と、当該荷主の情報を共有

② 国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、荷主の理解を得るための働きかけ

(2) 荷主への疑いに相当な理由がある場合
→ 国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、要請

(3) 要請をしてもなお改善されない場合
→ 国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、勧告＋公表

荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合→ 公正取引委員会への通知

① 荷主の配慮義務の新設

トラック事業者が法令遵守できるよう、荷主の配慮義務を設ける

・ 制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者を追加

・荷主勧告を行った場合には、当該荷主の公表を行う旨を明記

③ 国土交通大臣による荷主への働きかけ等の規定の新設

② 荷主勧告制度（既存）の強化

３．荷主対策の深度化

４．標準的な運賃の告示制度の導入 【令和５年度末までの時限措置】

施行日 ： （１． ・ ２．）令和元年11月１日 （３．）令和元年７月１日 （４．）公布日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日

法令に違反した者等の参入の厳格化
・ 欠格期間の延長（２年⇒５年）

・ 処分逃れのため自主廃業を行った者の参入制限

・ 密接関係者（親会社等）が許可の取消処分を受けた者
の参入制限 等

・ 安全性確保（車両の点検・整備の確実な実施等）

・ 事業の継続遂行のための計画（十分な広さの車庫等）

・ 事業の継続遂行のための経済的基礎（資金） 等

以下について、適切な計画・能力を有する旨を要件
として明確化

荷待時間、追加的な附帯業務等の見える化を図り、

対価を伴わない役務の発生を防ぐために基準を明確化

→ 原則として運賃と料金とを分別して収受
＝ 「運賃」：運送の対価 「料金」：運送以外のサービス等

・ 車庫の整備・管理

・ 健康保険法等により納付義務を負う保険料等の納付
（労働条件の改善・事業の健全な運営の確保のため）

国土交通大臣が、標準的な運賃を定め、告示できる

トラック事業者の努力だけでは働き方改革・法令遵守を進めることは困難 （例：過労運転、過積載等）

→ 荷主の理解・協力のもとで働き方改革・法令遵守を進めることができるよう、以下の改正を実施

（許可後、継続的なルール遵守）

※ 「荷主」には元請事業者も含まれる。

【公布日 ： 平成30年12月14日】

【背景】 荷主への交渉力が弱い等
→ 必要なコストに見合った対価を収受しにくい

→ 結果として法令遵守しながらの持続的な
運営ができない

法令遵守して運営
する際の参考となる
運賃が効果的

標準的な運賃の告示制度の導入
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貨物自動車運送事業法改正に伴う関係省令・通達の改正について （主な改正事項）

１．欠格事由の対象となる「密接関係者」の範囲

改正法において、欠格事由として、
「『許可を受けようとする者と密接な関係を有する者』（親会社等）が５年以内に許可の取消を受けている場合」 が追加。

「密接関係者」の具体的要件を規定

【例】 ・ 「許可を受けようとする者の議決権の過半数を所有していること」

・ 「申請者の株主と株主の構成が類似していること」 等

３．事業計画の変更の際の審査の拡充

（現行） 事業計画の変更は原則認可が必要である一方、「営業所に配置する車両数の変更」については、一律に事前届出。

認可基準に適合しないこととなるおそれがある場合については、認可の対象とする。

【例】 ・ 最低車両台数（５両）未満となる場合 ・ 一定規模以上の増車を行う場合

・ 法令遵守が十分でないおそれがあると認められる場合 （密接関係者が５年以内に許可の取消しを受けている等）

事業規模の拡大となる認可申請（営業所の新設等）について、法令遵守の状況に関する審査を強化することとする。

【例】 ・ 貨物自動車運送適正化事業実施機関による適正化事業の結果等を踏まえ、法令遵守が十分に行われていないと
認められるものでないこと。

・ 一定期間、自らの責による重大事故を発生させていないこと。 等

２．許可時の審査の拡充

新規参入の許可時の審査事項を拡充

【例】 ・ 申請前の行政処分歴を確認する期間を、従来の倍程度に延長する。 （例：３ヶ月→６ヶ月等）

・ 資金計画に係る費用（人件費・燃料費・車両費等）を、より長期間を見込んで計上することを求める。

（１） 事業用自動車の数に係る事業計画の変更

（２） 法令遵守能力の審査事項の拡充

公布・発出：令和元年８月１日、施行：令和元年11月１日

【省令・通達】

【通達】

【省令・通達】
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- 1 - 
 

令和元年９月 

国 土 交 通 省 

自 動 車 局 

 

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行等に伴う 

関係通達の改正案等について（概要） 

 

１．背景 

  「規制の適正化」、「事業者が遵守すべき事項の明確化」等を内容とする貨物自動

車運送事業法の一部を改正する法律（平成 30年法律第 96号。以下「改正法」とい

う。）の施行に伴い、及び改正法の趣旨を踏まえた法令遵守の徹底等を図るため、必

要な通達の整備を行う。 

 

２．改正の概要 

 ⑴ 処分基準の見直し 

   改正法等を踏まえ、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準につい

て（平成 21年９月 29日付け国自安第 73号・国自貨第 77号・国自整第 67号。以

下「処分基準通達」という。）」、「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行う

べき違反行為及び日車数等について（平成 21 年 9 月 29 日付け国自安第 75 号・

国自貨第 79号・国自整第 69号。以下「日車表通達」という。）」について、以下

のとおり所要の改正を行う。 

  ① 改正法により新設又は改正された事項の違反行為に対する処分量定として、

以下の違反行為・量定を位置付ける。 

   ・各営業所に配置する事業用自動車の数に関する事業計画変更認可違反：10日車  

※（現行）当該数に関する事業計画変更届出違反：警告 

 ・自動車車庫の位置違反：10日車 

※（現行）事業計画変更認可違反、かつ、車庫の位置違反：20日車 

 ・車庫の規模の確保違反：10日車 

※（現行）事業計画変更認可違反、かつ、車庫の規模の確保違反：20日車 

   ・社会保険等の未納付：20日車（新設） 

   ・損害賠償の支払能力確保義務違反：20日車（新設） 

  ② 処分量定の２倍を上回らない範囲で加重することができる場合について、一

定の輸送の安全確保義務違反のみを対象として規定しているところ、違反の内

容が次のいずれかに該当する場合についても対象として明確化する等の改正を

行う。 
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   イ 違反行為若しくはこれを証する物を隠滅し、又は隠滅したと疑うに足りる

場合の当該違反行為 

   ロ 違反事実が社会的影響のあるものである場合 等 

  ③ 処分量定を軽減することができる場合について、一定の輸送の安全確保義務

違反のみを対象として規定しているところ、違反行為を防止するために相当の

注意及び監督が尽くされたことの証明があった場合についても対象として明確

化する。 

  ④ その他所要の改正 

 

⑵ 悪質な法令違反に関する早期改善の徹底 

輸送の安全の確保に係る一定の悪質な法令違反が常態化しているおそれがある

と認められる事業者に対し、早期に改善を促す仕組みを構築するため、以下の内

容等について新たに運用を定めるとともに、関係通達について所要の改正を行う。 

① 法令違反の是正に係る命令の発出 

次のイ又はロに該当する場合には、通常の貨物自動車運送事業法（以下「法」

という。）第 33条の規定に基づく行政処分（事業停止・車両停止）に加え、法

第 23条の規定に基づく輸送の安全確保の命令を発出することとする。 

   イ 処分基準通達５（１）①～⑤に該当する違反行為があった場合（運行管理

者・整備管理者の不選任等） 

   ロ 地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が実施する巡回指導及び当該巡回

指導後に地方運輸局が行う監査の結果により、乗務時間等告示（平成 13年国

土交通省告示第 1365号）、点呼実施義務及び健康診断受診義務のいずれにも

違反が確認された場合 

② ①の命令違反に対する処分 

①による命令の発出から一定期間後に実施する監査において、当該命令への

違反が確認された場合は、法第 33 条に基づく許可の取消し処分を行うことと

する。 

  ③ その他 

①による輸送の安全確保の命令を「貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安

全確保命令の発動基準について（平成 16年６月 30日付け国自総第 120号・国

自貨第 29号）」に位置付けるとともに、②による許可の取消し処分について処

分基準通達に追加する等の所要の改正を行う。 
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⑶ 法第 64条の規定に基づく荷主勧告制度における警告を行う事案の追加 

「荷主勧告事務の細部取扱い等について（平成 29年６月 30日付け国自貨第 38

号）」について、以下のとおり所要の改正を行う。 

① 貨物自動車運送事業者の法令違反行為に対して荷主の関与があるものと認め

られた場合等に発出する警告書の発出基準に、過去３年以内に、支社等の別、

法令違反行為の種別を問わず、５回の協力要請を受けた場合についても対象と

して追加する。 

 

３．今後のスケジュール（予定） 

 通達発出：令和元年 10月中旬～下旬 

 施  行：令和元年 11月１日 
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トラック事業における働き方改革の推進 令和２年度概算要求：２００百万円（１５５百万円）

トラック運送事業は他の産業に比べて長時間労働、低賃金の状況にあり、ドライバー不足が深刻な課題。
このため、労働生産性の向上、多様な人材の確保・育成、取引環境の適正化等に資する事業を実施し、働き方改革による労働
条件改善を推進する。

①輸送品目別の取組の強化

②「ホワイト物流」推進運動の展開 ③長時間労働の是正に向けた調査事業

深刻化する運転者不足に対応し、産業活動等に必要な物流を安定的
に確保するため、荷主、物流事業者等関係者が連携して強力に推進。

（具体的な取組内容）

荷主・物流事業者の取組事
例の集約及びセミナー等に
よる展開
荷主等に対する「「ホワイト
物流」推進運動」の参加に
向けた呼びかけ
ポータルサイトの運営 等

宅配便の再配達の削減
集荷・配達サービスの見直しへの理解
引越時期の分散
ＳＡ・ＰＡの大型車ｽﾍﾟｰｽに駐車しない 等

荷待ち時間の削減
荷役の機械化
契約の書面化 等

働きやすい環境の整備
女性運転者の活用
物流の改善提案 等

物流事業者

国民

企業等
連携して取組を推進

30分以上の荷待ち時間が生じた件数（輸送品目別）

トラック輸送における物流の生産性向上やトラックドライバーの長時間労働の

改善のためには、個々の輸送品目ごとに抱える課題等に違いがあることから、

輸送品目ごとの課題把握や改善策の検証が不可欠。

①荷待ち件数が特に多い分野で設置した輸送品目別懇談会（加工食品、建設資
材、紙・パルプ）において得られた改善策や好事例を全国に展開するとともに、
必要に応じて引き続き、課題解決のための検討・検証を実施。

②メーカー（製）、中間流通・卸（配）、小売（販）のサプライチェーン全体での生産

性向上が求められるその他の輸送品目についても、課題把握や改善策の検討・

検証を実施。

③地方においても協議会等を活用し、各地方の実態を踏まえた改善策を検討・検

証するとともに、改善策や好事例の普及・浸透を図る。

トラック運送事業の実態調査
（荷待ち・荷役・労働時間など）

ドライバーの働き方改革を進め、コンプ
ライアンスが確保できるようにするため
には、長時間の荷待ち等を発生させな
いことが重要。

デジタルタコグラフの荷待ち記録のプ
ローブデータを用いて荷待ちが多く発
生している地域を推定

令和元年６月から乗務記録への記載
が義務付けられた荷役作業時間等の
状況を把握するための調査を実施

＜事業概要＞

＜事業概要＞ ＜事業概要＞

943 加工食品

460
生鮮食品

452 住宅用資材

339 紙（ロール紙、洋紙等）328
飲料、酒

303
建築・建設用金属製品

172
金属部品・金属加工品

140セメント・コンクリート

126宅配便・特積み貨物

120家庭紙

1004その他

N=4,387（件数）

は、既に懇談会を
設置している品目

生産性向上に向けたＩＴ機器に関する調査事業

点検等 運転 荷待 荷役 付帯他 休憩 不明

13：27

「荷待ち時間がある運行」（46.0%）

「荷待ち時間がない運行」（54.0%）

平均拘束時間

11：34
平均拘束時間

1運行あたりの荷待ち時間の分布
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